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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
お
け
る
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
る
労
働
者
に
関
し
て
、
安
倍
総
理
は
、
五
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働

委
員
会
で
、
「
ま
さ
に
雇
用
契
約
を
し
、
そ
し
て
そ
の
際
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

安
倍
総
理
は
、
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
書
面
を
想
定
し
、
答
弁
し
ま
し
た
か
。

二

安
倍
総
理
は
、
一
の
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
の
実
例
を
確
認
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

三

一
の
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
に
は
、
対
象
と
な
る
労
働
者
が
行
う
べ
き
業
務
量
や
成
果
に
つ
い
て
、
明
確
な

記
載
、
記
述
は
あ
り
ま
す
か
。

四

一
の
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
に
は
、
対
象
と
な
る
労
働
者
が
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と

な
る
労
働
者
に
ふ
さ
わ
し
い
裁
量
を
有
す
る
こ
と
が
、
記
述
、
記
載
さ
れ
ま
す
か
。

五

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
に
、
一
の
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
も
し
く
は
、
同
様
の
内
容
が
記

載
さ
れ
る
書
面
を
、
労
働
者
と
使
用
者
の
間
で
交
わ
す
こ
と
は
必
要
な
条
件
で
す
か
。

一



六

一
般
的
に
、
「
ジ
ョ
ブ
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
に
は
、
労
働
者
に
求
め
る
具
体
的
な
業
務
量
や
成
果
、
裁
量
の
有
無
に

つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
業
務
量
の
上
限
を
定
め
る
効
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
使
用
者
に
よ
る
対
象
と
な
る
労
働
者
の
働
か
せ
過
ぎ
を
防
止
す
る
歯
止
め
に
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解

を
示
し
て
下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

二


